　令和８年度　生野区広報紙「広報いくの」広告掲載申込書（追加分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　
大阪市生野区長　様

〒
住　　所
名　　称

ふりがな

代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　

電話番号

FAX


E-mail

担当者職・氏名

生野区広報紙「広報いくの」広告掲載募集要項の条件により、次のとおり申し込みます。

記

１　広告媒体名　「広報いくの」
２　希望掲載枠　希望する掲載枠に「○」を記入してください。
	掲載
希望月
	掲載希望面

	
	１面
	最終面
	中面

	
	1/2枠使用
	1枠使用
	1/2枠使用
	1枠使用
	1/3枠使用
	2/3枠使用
	1枠使用

	
	縦60mm×
横118mm
	縦60mm×
横240mm
	縦60mm×
横118mm
	縦60mm×
横240mm
	縦60mm×
横78mm
	縦60mm×
横158mm
	縦60mm×
横240mm

	令和８年
	６月号
	
	
	
	
	
	
	

	
	７月号
	
	
	
	
	
	
	

	
	８月号
	
	
	
	
	
	
	

	
	９月号
	
	
	
	
	
	
	

	
	10月号
	
	
	
	
	
	
	

	
	11月号
	
	
	
	
	
	
	

	
	12月号
	
	
	
	
	
	
	

	令和９年
	１月号
	
	
	
	
	
	
	

	
	２月号
	
	
	
	
	
	
	

	
	３月号
	
	
	
	
	
	
	

	
	４月号
	
	
	
	
	
	
	


３　掲載料（月額）　裏面に記載
４　広告原稿　　いずれかに☑をつけてください
□　別添のとおり　　　□　掲載希望月の前々月15日までに提出します
５　広告内容　　該当する場合は☑をつけてください
·  広告内容の店舗所在地、イベント等の開催地が生野区内
※この項目に☑、または上記住所欄が「生野区」の場合は割引対象となります。

６　確認事項　確認されましたら☑をつけてください
□ 「大阪市広告掲載要綱」及び「大阪市生野区役所広告掲載要領」を遵守します。

また、次に掲げる要件をすべて満たしています。
□(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
□(2) 大阪市税の滞納はないこと。
□(3) 暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
注意 
・暴力団排除のため個人情報を警察に照会することがあります。
・暴力団排除のため団体の役員名簿等の提出を求めることがあります。
・上記に掲げる者に該当する者と大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合は、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することがあります。

令和８年度　生野区広報紙「広報いくの」広告掲載料金表
· 1面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　中面
	　　
	サイズ
	価格（税込）

	
	
	通常
	割引

	1/2枠
使用
	縦60mm×
横118mm
	¥48,000
	￥43,000

	1枠
使用
	 縦60mm×
横240mm
	¥96,000
	￥86,000


	　
	サイズ
	価格（税込）

	
	
	通常
	割引

	1/3枠
使用
	縦60mm×
横78mm
	¥20,000
	￥18,000

	2/3枠
使用
	縦60mm×
横158mm
	¥40,000
	￥36,000

	1枠
使用
	縦60mm×
横240mm
	¥60,000
	￥54,000


· 最終面
	　　　　　　　　
	サイズ
	価格（税込）

	
	
	通常
	割引

	1/2枠
使用
	縦60mm×
横118mm
	¥36,000
	￥32,000

	1枠
使用
	 縦60mm×
横240mm
	¥72,000
	￥64,000


[image: image1.emf]　 大阪市では、最新の募集情報をメールマガジンで配信しています。配信

　希望の方には、パソコンからこちらに空メールを送っていただきますと、

　登録メールをお送りします。

　　　　　　　　osakap

1

@mmag.city.osaka.lg.jp

登録無料!!

osaka.entry6@mmag.city.osaka.lg.jp


【提出期限】　掲載希望月の前々月５日まで　（例）６月号掲載希望の場合は４月５日まで


【提出先】　生野区役所企画総務課　〒544-8501　生野区勝山南3-1-19


電話 06-6715-9683　FAX 06-6717-1160　メール to0001@city.osaka.lg.jp








